
1 ．�序論
　日本社会における外国人の存在は，在留外国人
の増加と訪日外国人の急増という二つの側面から，
その量的拡大と質的多様化が進行している。出入
国在留管理庁によれば，2024年末現在で在留外国
人数は376万8,977人（前年末比35万7,985人，10.5％
増）で，過去最高を更新した1）。一方，訪日外国

人についても，コロナ禍からの回復に伴い，2024
年12月末には3,686万9,900人で，前年比では47.1％
増，2019年比では15.6％増と，過去最高であった
2019年の3,188万2,049人を約500万人上回り，年間
過去最高を更新した2）。
　これらの外国人は，国籍・地域，在留資格，入
国経路，滞在期間，日本語能力，社会的ネット
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Abstract
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ワークなど多岐にわたる属性によって特徴づけら
れ，人口減少社会の日本において「外国人」と一
括りにできないほどその存在の大きさ，多様性は
増しつつある3-6）。
　災害大国である日本では，気候変動の影響によ
る風水害の多発化・大型化や頻発する地震が以前
にも増して不安を高めている。外国人に対しても
防災への知識や万一の際の対応は周知徹底されな
ければならないが，その多様な属性がゆえに対策
の脆弱性が指摘されている7）。
　2018年 9 月の北海道胆振東部地震では，全道的
な停電が発生し，訪日外国人が情報入手や移動に
困難を抱える事態となった。その際，外国人観光
客の間で「千歳市にいるより札幌市に避難した方
が良い」という噂が SNS上で拡散され，多くの
観光客が札幌市に移動する事態が発生した。さら
に，新千歳空港では，最終便に搭乗できなかった
人々や近隣ホテルから来た人々が集まり，空港管
理者がバスを手配して札幌市に送り出したが，こ
れが札幌市の機能に支障をきたすほど多くの外国
人観光客が押し寄せるという混乱を招いたと報告
されている8）。
　彼らは短期滞在者であり，日本の災害対応シス
テムに馴染みがなく，限られた情報源と社会的
ネットワークの中で困難に直面した。特に，言語
の壁や文化的背景の違いから，適切な情報を迅速
に得ることが難しかったと指摘されている9）。
　石川県の調査によれば，日本語をある程度理解
できる在留期間の長い「永住者等」においても「生
活の中での困りごと・不安なこと」の第 3 位に
「地震や大雨などの災害」が挙げられており，言
語以外の要素が災害時の外国人の不安に影響して
いることが示唆されている10）。
　そこから見えてくる情報の「Flow（流れ）」と
「Stock（蓄積）」は国籍や属するグループの違いに
よって異なることが多いので，その違いに応じた
防災教育の必要性も考慮される必要がある11）。
　また，過去の災害では様々な属性を持つ外国人
が支援活動に積極的に参加する事例も報告されて
いる。東日本大震災時には在日ネパール人協会が
被災地でのボランティア活動を主導し，訪日外国

人の安全な帰国支援に取り組んだ事例も確認され
ている12）。このように，外国人は「支援される側」
としてだけでなく「支援する側」としての潜在力
も有している。

2 ．�研究目的と理論的背景
2. 1　�研究の背景と問題意識
　日本における在留外国人数は近年急速に増加し
ており，多様な国籍，在留資格，文化的背景を持
つ外国人が日本社会の一員として生活している。
2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震，2018
年の西日本豪雨など，近年の大規模災害において
は，外国人住民が言語や文化的障壁，災害経験の
不足などにより，様々な困難に直面したことが報
告されている。これらの経験から，外国人住民の
防災対応力向上が喫緊の課題として認識されるよ
うになった7）。
　しかし，これまでの外国人向け防災対策は「外
国人」を均質な集団として捉え，主に言語の壁の
解消に焦点を当てた多言語情報提供が中心であっ
た。実際には，外国人住民は在留資格，来日時の
年齢，滞在期間，日本語能力，社会的ネットワー
クなど，多様な属性を持ち，それらの属性によっ
て防災上の課題や必要な支援は大きく異なる。特
に，学齢期を過ぎてから来日した外国人は，日本
の学校教育における体系的な防災教育を受ける機
会がなく，災害知識や対応行動に関する基礎的理
解が不足している可能性がある。
　また，行政機関による外国人住民への防災支援
においても，その多様性への認識と対応は十分と
は言えない状況にある。多くの地方自治体の防災
計画や多文化共生施策において，外国人住民は
「要配慮者」として一括りにされ，その多様性な
属性に配慮した細やかな対応策は限定的である13）。
このように，外国人への災害時の対応の脆弱性は，
「外国人が防災教育を受ける機会の不足」と「行政
が十分に多様性を把握しきれていない」という二
つの要因が複合的に作用することで生じていると
考えられる。
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2. 2　�研究目的
　本研究では，在留外国人，特にタイ人に焦点を
当て，防災対応における課題と効果的支援策を検
討する。タイ人を対象とする理由は，筆者自身が
タイ出身であるという立場を活かし，現地におけ
る防災制度や教育事情に関するタイ語一次資料の
収集・分析が可能である点に加え，国際的な比較
研究としての実効性を確保できるためである。ま
た，タイ人の在留者数は現在こそ12位であるが，
過去には10位以内に入っていたこともあり，上位
の出身国の一つとされていた。そのため，世界的
な社会・経済情勢により国籍構成は常に変動する
ため，災害リスクから除外されるべき対象ではな
い。特に，災害時における多言語対応の制度上，
言語人口の少ない国籍の支援が後回しにされるこ
とがある現状を踏まえると，マイノリティ言語話
者に焦点を当てること自体に大きな意義がある。
　観光面でも日本政府観光局によるとタイからの
訪日観光客は2024年に114万8,900人に達し，前年
比で15.4％増加しており，韓国，中国，台湾，香
港，アメリカに次いで多い2）。こうした状況の中
で注目すべきは，外国人住民自身が，災害時に同
国の観光客に対する通訳や翻訳サポートの担い手
として，実際に研修や登録制度を通じて地域で活
動しているという点である。こうした在住外国人
の力を活用することで，被災時の観光客支援の新
たな可能性が見えてくる9）。
　具体的には，多様な属性（在留資格，滞在期間，
日本語能力等）を持つ在住タイ人の防災知識・意
識・行動の実態を明らかにし，「外国人が防災教
育を受ける機会が限られている」という仮説を検
証する。そして，多様な属性を持つ外国人コミュ
ニティの防災レジリエンス向上に資する実践的な
提言を行うことを最終的な目的とする。
　とりわけ本研究では，多様な属性（在留資格，
来日年齢，日本語能力等）を持つ在住タイ人の人
口構造を明らかにすることにより，防災教育を体
系的に受ける機会を逸している可能性のある層が
多数を占めている実態を示し，今後の防災教育政
策の課題を提起することを重視する。

2. 3　�研究の学術的・実践的意義
　本研究の学術的意義は，以下の点に集約され
る：
　 1  ．外国人の属性の多様性に着目した分析：外
国人を均質な集団として捉えるのではなく，
その多様な属性に着目した分析を行うことに
より，より精緻な実態把握と支援策の提案を
可能にする。これは，防災研究における社会
の相互扶助の脆弱な点を探り出すことに貢献
する。

　 2  ．来日時の年齢と防災教育との関連性の解
明：特に18歳以降に来日した外国人に着目し，
彼らが日本の学校教育における防災教育を受
ける機会を逸していることによる影響を明ら
かにする。それによって，防災教育研究にお
ける新たな視点を提供する。

　本研究の実践的意義としては，以下の点が挙げ
られる：
　 1  ．行政機関の在留外国人の多様性に対する認
識向上への貢献：行政機関がタイ人をはじめ
とする外国人の多様性を適切に把握し，それ
に応じた支援策を講じるための基礎資料を提
供する。

　 2  ．補完的防災教育の必要性の提示：大学や職
場，地域社会における補完的防災教育の必要
性を示すとともに，その効果的な実施方法を
提案することで，防災教育の実効性向上に貢
献する。

3 ．�研究仮説と研究方法
3. 1　�研究仮説と根拠
　本研究では，来日前に防災教育を受けた経験の
有無が，災害時の情報理解・避難行動・備えに影
響を及ぼすとの仮説を設定する。特に，来日時の
年齢が18歳以上の在住タイ人は，日本の初等・中
等教育を経ておらず，日本で体系的に実施されて
きた防災教育に触れる機会を持たない可能性が高
い。このことが，防災知識・意識・行動における
課題の一因となっていると考えられる。
　実際，日本では1995年の阪神・淡路大震災以降，
小・中・高等学校を通じて防災教育が制度的に整
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備されてきた14）。具体的には，日本では文部科学
省の学習指導要領に基づき，小学校段階から防災
訓練や避難指導が行われ，各学校で定期的に防災
避難訓練が実施されている。中学校・高等学校で
も自然災害への対応やハザードマップの活用など
が保健体育や地理科目の中で扱われる15）。
　一方，タイでは2004年のスマトラ沖地震以降，
防災教育の重要性が広く認識されるようになった
が，教育課程への導入は依然として限定的であり，
体系的な実施には至っていない。近年の全国的な
調査によれば，小中学生の93.0％が授業で災害に
関する知識を学んだと回答している一方で，実際
に防災訓練に参加した経験があるのは41.4％にと
どまり，成人の67.6％は訓練未経験であることが
明らかとなった16）。このような結果は，学校教育
以外での防災教育の機会が限られていること，な
らびに実地訓練や避難スキルの指導が不十分であ
ることを示唆している。また，調査では多くの子
どもたちが，より実践的な避難訓練やサバイバル
スキルの習得，さらには学校での継続的な訓練機
会の提供を求めており，防災教育の制度的整備が
今後の課題として浮き彫りとなっている16）。また，
ベトナムにおいても国家レベルでの災害教育方針
は存在しており，2011年の教育訓練省による国家
戦略実施計画の策定，2016年の学校向けガイドラ
インの全国適用などの動きが見られる。しかしな
がら，2010年代初頭までの取り組みの多くは
NGO主導であり，活動内容もプロジェクトベー
スで限定的であった。政府主導の防災教育が体系
的に展開されたのは比較的最近であり，これ以前
に初等・中等教育を終えた層は制度的な防災教育
の機会を十分に得られていない可能性がある。と
りわけ2016年以降にガイドラインが導入されたこ
とを踏まえると，日本に移住してくる若年成人層
の中には，母国で防災教育を十分に受けていない
者が含まれると考えられ，教育の時期と災害教育
政策の実施時期との間に「制度的空白」が存在し
ている点が課題として指摘できる17）。
　このような背景を踏まえ，本研究では「18歳以
前に防災教育を受ける機会の有無」を，在住外国
人の災害対応上の脆弱性の重要な要因として位置

づける。とりわけ，来日前に防災教育を受けてい
ない状態で留学・就労により来日する外国人が多
数存在する現状は，日本の社会制度と繋げる際の
課題であるといえる。
　したがって，本研究では来日前の教育背景と来
日時の年齢を鍵とし，在住外国人の防災リテラ
シーに影響する要因を明らかにする。その前提と
して，年齢別・在留資格別の人口分布の実態を示
し，今後の分析課題を位置づける。

3. 2  方法論と分析方針
　本研究は，次の仮説に基づいて定量的分析を行
う：
仮 説 1）外国人住民の「在留資格」および「来日時
の年齢」は，防災教育を受ける機会や災害対応
に必要な情報へのアクセスに構造的な差異をも
たらしている。
仮 説 2）特定の在留資格や年齢層において，防災
上の制度的支援の空白（ギャップ）が生じてお
り，結果として災害対応上の脆弱性を高めてい
る可能性がある。
　この仮説を検証するために，出入国在留管理庁
が公表する2024年 6 月末時点の在留外国人統計を
用い，「在留資格」「年齢」の 2 つの属性変数に焦
点を当てた構造的分析を行う。特に，在住外国人
の中でもタイ人に着目し，その在留属性と人口構
造が災害対応における支援設計とどのように関係
しうるかを明らかにする。
　分析は，1）国籍別に在留資格および年齢分布
を可視化し，2）対象とする国籍（タイ・ベトナ
ム）間での傾向比較を行うことで，外国人住民へ
の防災対応の脆弱性の構造的要因を明らかにする
ことを目的とする。
3. 2. 1　統計データ分析
　分析対象は，出入国在留管理庁が提供する在留
外国人統計データである。本研究で「在留資格」
「年齢」の 2 つの変数に焦点を当て，タイ人の属
性別分布や経時的変化を明らかにする。特に在住
タイ人の属性構造を把握し，防災上の脆弱性が高
い可能性のあるグループの特定を目的とする。他
国籍との比較分析も行うことで，相対的な特徴の
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明確化を図る。
　なお，出入国在留管理制度は2012年の制度改正
により，同年12月末から新たな形式での「在留外
国人統計」が整備された18）。2019年以降はデータ
の更新頻度と粒度が向上し，2021年からは半期ご
との提供となっており，より多角的な分析が可能
となっている。ただし，本研究では「居住地域」
および「性別」に関する変数は分析対象には含め
ていない。
3. 2. 2　在留資格の構造的分類と分析方針
　 本研究では在留資格の違いに着目し，その分
析を行うにあたっては，在留資格の複雑な法的構
造を理解しやすい形に再編する必要がある。そこ
で，法務省出入国在留管理庁が公開している出入
国管理及び難民認定法（入管法）における別表第
一・別表第二の区分を参考に，在留資格を次の 7
つのカテゴリに分類した（表 1）。詳細な法的枠
組みについては，法務省が公表する資料4）を参照
されたい。
3. 2. 3　分析対象と比較方針の補足
　本研究では，2024年 6 月末時点の在留外国人統
計データを用いて，調査対象とする在住タイ人お

よびベトナム国籍の在留者の在留資格と年齢構造
を分析した。分析の目的は，在留外国人の属性的
特徴を把握し，それが防災対策上の脆弱性とどの
ように関連するかを考察することである。特に，
制度上の立場や生活条件により災害時に困難を抱
えやすい層を明らかにすることを重視した。
　比較対象としてベトナム国籍の在留者を選定し
たのは，同じ東南アジア出身であり，2024年12月
末時点の出入国在留管理庁の統計によれば，在留
外国人数においてベトナムは63万4,361人で全体
の第 2位に位置している。在留外国人全体に占め
る構成比が16.8％である1）。そのような観点から
文化的背景や生活環境に一定の類似性があると考
えられるためである。こうした視点に立つことで，
同じ東南アジア出身者の間において差異や共通点
があるかどうかをより明確に捉えることが可能と
なる。
　分析に際しては，新型コロナウイルスの影響に
よる一時的な入国制限や制度変更などの外部要因
による変動を排除するため，比較的制度が安定し
た2024年の統計データに基づいた断面分析を採用
した。中長期的な経年変化については，今後の課
題として位置づけている。

4 ．�結果と現状分析
　 本章では，前章で述べた方法に基づき，在留
資格および年齢構造に関する分析結果を提示する。
まず，在住タイ人および在住ベトナム人における
年齢分布と在留資格の構成比について示し，次に
両国の特徴的な傾向を比較する。最後に，特定の
年齢層や資格区分に注目し，防災上の課題と示唆
を導出する。

4. 1　在留外国人の属性構造と防災対応の脆弱性
　図 1は，2024年 6 月末時点における在留外国人
の年齢分布を示したものである。この統計データ
は， 0歳から80歳以上までを 1歳刻みで集計して
おり，最終的には「80歳以上」のカテゴリに統合
されている。
　図全体から明らかなように，在留外国人の人数
は19歳以降に急激に増加している。 0歳から19歳

表 1　 在留資格の法的分類に基づく分析用カテ
ゴリ一覧

高度専門人材 
高度専門職（ 1号イ/ロ/ハ， 2号）
教授，研究，法律・会計業務，医療
教育（学校教員など）

専門的・技術的分野

技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
芸術，宗教，報道
経営・管理

特定技能・技能実習 

特定技能（ 1号， 2号）
技能実習（ 1号イ/ロ， 2号イ/ロ，
3号イ/ロ）
技能（料理人など）
介護

留学・文化活動 
留学
研修
文化活動

身分・地位に基づく
資格 

永住者
特別永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

家族関連 家族滞在

その他 
特定活動
興行
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までの年齢層では比較的一定数が維持されている
が，20歳以降から顕著に増加し，24歳および25歳
でピークを迎えた後，年齢が上がるとともに徐々
に減少する傾向が見られる。
　図 2の分析結果からは，「留学・文化活動」お
よび「特定技能・技能実習」に分類される在留資
格が，20代前半の若年層に集中しており，在留外
国人全体の年齢分布のピークを構成していること
が明らかとなった。これらの在留資格は，制度上
も短期間の滞在を前提としており，来日前に日本
の防災教育を受ける機会はほとんどなく，日本語
能力も限定的である場合が多い。ただし，年齢的

には身体的な自立性や体力がある層であり，災害
時の避難行動そのものは比較的容易と推察される。
　この年齢分布に関連して，重要な観点として防
災教育の機会とその限界が挙げられる。仮に防災
教育が日本の義務教育および高等学校（おおむね
18歳まで）を通じて行われるものであり，大学や
職場における防災教育が十分でないという前提に
立つと，図 1の分布から推定される「防災教育を
受けられた可能性のある在留外国人」の割合は全
体の約10％程度にとどまる。しかし，実際には 0
歳から 5歳程度までは防災教育の理解や参加が難
しいことから，この10％という推計値も実質的に

図 1　在留外国人の年齢別人口分布（2024年 6 月末時点）

図 2　在留資格カテゴリ別・年齢別人口分布（ 7分類による再構成）
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はさらに低下するものと考えられる。
　他方で，年齢が上がるにつれて「身分・地位に
基づく資格」に分類される在留者の割合が相対的
に増加する傾向が見られる。このカテゴリには
「定住者」や「永住者」が含まれ，一定期間の日本
滞在を経て他の在留資格から移行した人々が多い
と考えられる。特に永住者は在留期間の更新義務
がないため，長期的な日本滞在を前提とした層で
ある。そのため，中高年層にこの資格が集中する
傾向がある。
　この層においては，若年期に日本の学校制度に
組み込まれることなく来日しているケースが多く，
結果として防災教育を受ける機会が限られている。
また，加齢に伴い身体的な機能が徐々に低下する
ことで，災害時における自助能力が減少していく
可能性がある。さらに，言語の壁や地域との関係
性の薄さが重なると，将来的に災害が発生した際
の情報アクセスや避難支援において，多くの課題
が残ると懸念される。このように，異なる在留資
格と年齢層が，それぞれ特有の防災上の脆弱性を
抱えていることが示唆される。
　これは，現在の防災教育体制が義務教育段階に
依存していることを示しており，大学や職場と
いった成年期以降の社会的場面における体系的な
防災教育の強化が求められることを示唆している。
特に，20代から40代を中心とする在留外国人層が
急増している現状においては，彼らが日本に来日
した時点で既に防災教育の「空白期間」に属して

いる可能性が高く，結果として避難行動や災害情
報へのアクセスに困難を抱えるリスクが高い。
　したがって，防災対応上の脆弱性は単に年齢や
在留資格によるものだけではなく，「教育の受け
手としてのタイミング」にも大きく影響される構
造的課題である。今後は，職場，地域，日本語学
校など，義務教育外の生活接点において，防災教
育を補完的に提供していくことが不可欠である。

4. 2　�在住タイ人と在住ベトナム人の属性構造
と防災対応の脆弱性の比較

　図 3および図 4は，それぞれ2024年 6 月末時点
における在住タイ人（図 3）および在住ベトナム
人（図 4）の年齢別人口分布を示している。どち
らの統計データも， 0歳から80歳以上までを 1歳
刻みで集計しており，最終的に「80歳以上」はひ
とつのカテゴリに統合されている。
　図 3では，在住タイ人の年齢分布において， 2
つのピークが存在していることが特徴的である。
第 1のピークは27歳，第 2のピークは57歳に位置
しており，全体の在留外国人に見られる単峰型の
分布とは異なる構造を示している。また，18歳以
下の人口は全体のわずか約 4％に過ぎず，約96％
が日本の義務教育制度に基づく防災教育を受けて
いない可能性があることが示唆される。
　一方，図 4に示された在住ベトナム人の年齢分
布では， 0歳から18歳までの人口は徐々に減少し
ながら分布しているが，19歳以降に急激に増加し，

図 3　在住タイ人の年齢別人口分布（2024年 6 月末時点）
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24歳でピークを迎える。その後は減少傾向を示し，
とくに30代後半以降では指数関数的な減衰が見ら
れる。18歳以下の人口割合は約7.5％であり，タ
イ人と比較するとやや高いが，それでも依然とし
て防災教育の機会が限られている層である。
　年齢構成の比較から，ベトナム人は若年層が中
心であるのに対し，タイ人は中高年層にも一定の
集中が見られる。これにより，タイ人の高齢化は
比較的早期に進行する可能性が高く，ベトナム人
の高齢化はもう少し後になると考えられる。また，
ベトナム人に関しては，44歳以降の人口が極端に
少なく，長期的に日本に滞在する傾向があまり強
くない可能性があることも，2024年時点のデータ

から読み取れる。
　図 5は，2024年 6 月末時点における在住タイ人
の在留資格カテゴリ別・年齢別人口分布を示した
ものである。図 5では，「高度専門人材」「専門
的・技術的分野」「特定技能・技能実習」「留学・
文化活動」「身分・地位に基づく資格」「家族関連」
「その他」の 7 分類に再構成した在留資格ごとに，
0歳から80歳以上までの人口分布が可視化されて
いる。
　特徴的なのは，27歳付近と57歳付近の 2か所に
ピークを有する双峰型の分布であり，前者では
「特定技能・技能実習」と「身分・地位に基づく資
格」による構成である，後者では「身分・地位に

図 5　在住タイ人の在留資格カテゴリ別・年齢別人口分布（ 7分類による再構成）

図 4　在住ベトナム人の年齢別人口分布（2024年 6 月末時点）

ラーオスンタラー：在住タイ人・ベトナム人にみる来日時の年齢と在留資格の違いに起因する防災教育機会の格差8



基づく資格」と「家族関連」が主な構成要素となっ
ている。このことは，若年層に短期滞在者が多く，
中高年層には定住者や永住者としての滞在が多い
ことを示している。
　図 6は，在住ベトナム人の在留資格カテゴリ
別・年齢別人口分布を示したものである。図 5と
同様に 7つの在留資格カテゴリに基づいて集計さ
れており，各年齢層ごとの分布が視覚化されてい
る。ベトナム人の分布は24歳をピークとした単峰
型であり，特に「特定技能・技能実習」が20代前
半に集中している点が特徴である。これは，技能
実習等の短期在留資格で来日した若者が，その後
定住へと移行している可能性を示唆する。また，
30代後半以降では急激に人口が減少し，40代以降
ではほとんど在留者が見られない。このことから，
ベトナム人の滞在は若年層中心であり，比較的短
期的な傾向があると考えられる。
　なお，図 6に示された在住ベトナム人の年齢分
布は，2024年 6 月末時点のデータに基づいたもの
であり，19歳以降に毎年新たな在留者が流入する
動態的な構造を十分に反映しているとはいえない。
特に，技能実習や留学等の在留資格は制度的に若
年層の継続的な受け入れを想定しており，今後も
20代前半を中心とする新規入国者が一定数見込ま
れる。
　したがって，今回の分析はあくまで現時点のス

ナップショット的な可視化であり，将来的な変化
を含めた評価には複数年にわたる時系列データの
分析が不可欠である。この点については，ベトナ
ム人に限らず他の国籍の在留者についても共通す
る課題であり，今後の継続的な研究において検討
すべき重要な論点である。加えて，日本での防災
教育機会の欠如に注目するだけでなく，来日前に
母国でどのような防災教育を受けていたかという
視点も，防災行動に影響を及ぼす要素として見逃
すことはできない。たとえば，タイにおいては，
防災教育が初等・中等教育課程に体系的に組み込
まれておらず，一般市民の防災知識も限定的であ
る。筆者が筆頭著者の論文19）「Initial Observations 

and Immediate Lessons Learned from Thailandʼs 

Response to the 2025 Mandalay Earthquake」にお
いても，建物が揺れている最中に屋外へ走り出す
といった初期対応として不適切な行動が多数観察
されており，こうした行動の背景には防災教育の
欠如があることが示唆される。
　一方で，ベトナムでは一定の自然災害教育が初
等・中等教育の中に含まれているとされるが，そ
の内容は限定的であり，実践的な防災行動に直結
しているかは疑問が残る。これら来日前の教育経
験の差異が，日本での防災意識や避難行動に及ぼ
す影響は，今後さらに分析を要する課題である。

図 6　在住ベトナム人の在留資格カテゴリ別・年齢別人口分布（ 7分類による再構成）
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5 ．�考察
　本研究では，在留外国人，特にタイ人およびベ
トナム人の在留資格・年齢構成・防災教育の機会
に関する分析を通じて，制度的な対策と現実の暮
らしとの間に存在するギャップを明らかにしてき
た。本章では，それらの結果に基づき，外国人が
直面する災害リスクと現行制度の間にある「対策
のズレ」について，大学，企業，地域，国家レベ
ルの観点から多角的に考察する。

5. 1　�年齢・在留構造と防災教育の非整合性
　図 3～図 6の分析から明らかになったように，
在留外国人の年齢構造と在留資格の分布は，日本
の義務教育を中心とする防災教育機会の提供モデ
ルと大きく乖離している。タイ人は双峰型の分布
を示し，中高年層に定住者が集中する一方，ベト
ナム人は20代から30代に集中した単峰型であり，
若年層が多い。いずれも来日時期が義務教育段階
を過ぎていることが多く，体系的な学校防災教育
を受ける機会が乏しい傾向にある。
　ただし，実際の防災教育を得る機会は学校教育
に限らず，地域での避難訓練や多言語広報，職場
の研修，アプリ・SNSを介した情報伝達など多様
なチャネルが存在している。本分析では，義務教
育はその中でも制度的に体系的かつ平等に提供さ
れる指標的な機会として注目しているに過ぎない。
　筆者の構成主義的グラウンデッドセオリーに基
づく質的研究においても，在住タイ人が防災アプ
リをダウンロードする動機は，制度的な知識提供
よりも「友人・家族からの推奨」「以前の被災経
験」「言語的な信頼性」によって形成されているこ
とが明らかになった20）。これは，制度が提供する
防災情報が，個々の外国人に届いていない実態を
示している。
　本研究においては，図 5に示されたように，在
住タイ人の年齢分布に27歳および57歳という二つ
のピークが見られた。前者については，大学や企
業等における防災教育の重要性をすでに論じたが，
後者の57歳前後の中高年層に関しては，従来十分
な検討がなされてこなかった。
　この年齢層は，「身分・地位に基づく在留資格」

（例：永住者，日本人の配偶者等，定住者）を持
つ者が多く，すでに日本社会に長期間在住してい
るケースが多い。しかし，日本語能力や社会的
ネットワークに不安を抱える場合もあり，学校教
育や企業内の研修とは異なる学習・支援の機会の
不足が顕在化している。
　こうした背景に鑑みて，有効な支援策としては，
地域社会における社会教育の場の活用が挙げられ
る。たとえば，公民館等を拠点として，母語によ
る防災講座を開催したり，高齢者にも理解しやす
い言語や表現形式で情報を提供したりする工夫が
求められる。
　さらに，地域包括支援センターや医療機関，外
国人支援 NPO，日本語教育機関などと連携し，
日常的な接点を活かした防災意識の醸成を図る取
り組みも必要である。災害時の孤立リスクを軽減
するためにも，日頃から「ゆるやかなつながり」
を意識したネットワーク形成や，避難情報の定期
的発信が有効であろう。こうしたネットワークは
地理的な地域に限らず，オンライン上の情報共有
の場を活用することも一つの方策である。かつて
は「高齢者は新しい技術に疎い」とされていたが，
現在ではある程度デジタル機器を使いこなす高齢
者も増えており，その活用を前提とした支援も検
討に値する。
　これらの支援策は，単に情報伝達にとどまらず，
本人の尊厳や多様な生活背景を尊重しつつ，自立
的な災害対応能力を育てる観点からも極めて重要
である。

5. 2　�大学における防災教育の欠如
　とりわけ大学は，外国人留学生にとって初めて
の日本社会的接点でありながら，防災教育がほと
んど体系的に行われていない。文部科学省のカリ
キュラム資料や『日本事情』科目の実践報告等を
見ても，防災や災害対応に関する記載は限定的で
ある 21,22）。

5. 3　�企業・地域における実践不足
　企業においては，「避難訓練」といった実施形
式が重視される23）一方で，その前提となる「なぜ
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避難が必要か」「どのような災害が想定されるの
か」といった基礎的な理解を深める教育が十分に
行われていない場合も多い。こうした状況では，
訓練が単なる手続きにとどまり，外国人労働者の
自律的な防災行動にはつながりにくい。
　また，地域防災の場面でも，外国人住民の参加
が制度的・心理的に排除されている実態があると
考えられる。著者のフィールド観察によれば，大
学周辺地域における掲示板の防災訓練告知はすべ
て日本語で書かれており，外国人住民にとっては
訓練の存在そのものに気づきにくい状況であった
（図 7）。このように，外国人が「想定外の存在」
として扱われている現状が浮かび上がっている。

5. 4　�制度的反省と今後の方向性
　東日本大震災を契機に示された複数の学術会議
提言でも，「外国人への配慮」や「情報提供の多言
語化」「排斥的言動の是正」などが強く求められて
きた24）。また，仙台防災枠組（2015-2030）では
「外国人を含む多様なステークホルダーの参加」
が明記されている25）。にもかかわらず，現実には

制度的・教育的対応が十分に実装されていない状
況が続いている。

5. 5　�今後の方向性と提言：在留外国人を内包す
る各組織の主体的な防災対応体制の構築へ

　 これまでの分析から，在住外国人が直面する
防災上の課題は，年齢構成や在留資格といった制
度的背景だけでなく，教育・就労との関係性と
いった生活全体に根差したものであることが明ら
かになった。したがって，単に行政による情報提
供や支援の強化に依存するのではなく，実際に外
国人と接点を持つ多様な主体が自らの責務として
防災に関与する必要がある。
　まず，大学においては，外国人留学生が災害リ
スクの高い国で生活しているという現実を認識し
たうえで，初期段階から防災教育を体系的に提供
するカリキュラム整備が急務である。特に「日本
事情」や「日本語科目」など既存の教育枠組みの
中に，災害対応，避難情報の理解，地域との連携
に関する基礎知識を組み込むことで，実践的な教
育が可能になる。また，寮や学内で行われる避難
訓練においても，外国人を対象とした多言語の訓
練マニュアルや通訳の配置，文化的背景を踏まえ
た参加のしやすい設計が求められる。
　企業においても，「防災訓練の実施」が目的化
してしまい，外国人労働者に対して災害時に何が
起きうるか・なぜそれが重要なのかという理解の
共有が不十分なケースが多い。今後は，防災の
「操作的な指示」だけでなく，従業員の生活背景
に配慮した「内発的理解」に基づく防災教育を導
入する必要がある。また，多言語の訓練資料やビ
ジュアル教材，職場における避難所マップの掲示
など，日常的な意識づけの工夫も重要である。
　さらに，地域社会や教育機関，医療・福祉分野
の実務者においても，「防災支援＝行政の仕事」
という認識を脱し，地域に暮らす構成員として外
国人の存在を意識し，災害に備えた共助関係の形
成を目指すべきである。避難所における受け入れ
準備，要配慮者名簿の整備，地域防災訓練への多
文化的配慮など，各主体ができる範囲から始める
ことが期待される。

図 7　 東京科学大学周辺の防災訓練の情報掲示
（日本語のみで記載された例）［著者撮影］
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　最後に，国や自治体の制度設計の側も，これら
の民間・地域主体の自律的な取り組みを「防災ガ
イドライン」「評価指標」「補助制度」などを通じ
て後押しする仕組みを構築すべきである。災害リ
スクの前では，誰もが当事者である。「外国人支
援」は一部の機関の責務ではなく，社会全体の包
摂力の指標として捉え直されるべきである。

6 ．�本研究の限界と今後の展望
　本研究では，義務教育との接点の有無が防災知
識の習得にどのような影響を与えるかに着目し，
来日時の年齢や在留資格の違いが教育機会の差に
つながっている可能性を示した。しかし，学校で
得た知識が家庭の中でどのように共有されている
のか，また家族全体の防災行動にどう影響するの
かといった間接的な学びについては，十分に検討
できなかった。
　とくに，家庭内の会話が日本語ではなく母語で
行われている場合や，両親ともに外国籍である家
庭では，学校とのつながりが生まれにくく，防災
の知識が家の中にまで広がらないという課題があ
る。形式的に教育を受けていても，それが実際の
防災行動に生かされるとは限らないという点は重
要である。
　また，来日前に母国で防災教育を受けていた人
であっても，その知識が日本の災害リスクや制度
に合っているかどうかは別の問題である。日本で
は地震や津波といった災害が多く，避難のルール
や情報の伝え方も異なる。そのため，母国で学ん
だことがそのまま役に立つとは限らず，日本の制
度や文化に合わせて再学習が必要な場合もある。
こうした学んだことが活かせるかどうかも，今後
の研究課題の一つである。
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要 旨

　本研究は，在住外国人の防災教育での知識獲得における格差の構造を明らかにするために，
来日時の年齢および在留資格の分布に着目し，在住タイ人とベトナム人を比較対象として分析
を行った。2024年 6 月時点の統計データによれば，タイ人は20代後半と50代後半にピークを持
つ双峰型の年齢分布を示すのに対し，ベトナム人は20代前半に集中する単峰型の構造を有して
いた。両者とも多くが日本の義務教育段階を経ておらず，災害に関する制度的教育の恩恵を受
ける機会が限られている。異なる人口構造を持つ 2つの国を比較することで，画一的な防災政
策の限界と，多様性に対応した教育政策の必要性が明確となる。今後は，大学・企業・地域社
会など多様な主体による補完的な防災教育の実施が求められる。
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